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第 1 編 基本的事項 

 

１ ． 指針策定の趣旨 

 

本県では、 県土の約 8 割を森林が占めており 、 春日山の原始林や大峯奥駈道などの山岳景観を

有する 森林、 吉野の人工美林など、 多様で貴重な森林資源を有し ていま す。  

し かし 近年、 地球温暖化に伴う 気候変動の影響によ り 、 豪雨災害の頻発や多様な生態系への影

響など、 様々な課題が顕在化し ており 、 森林が持つ多面的な機能への期待が一層高ま っていま

す。  

その一方、 木材価格の低迷、 山村地域の人口減少や高齢化の進行など、 林業を取り 巻く 環境の

変化によ り 、 林業経営を通じ て森林環境を維持する 従来のモデルは、 持続可能性の面で困難に直

面し ていま す。  

こ う し た状況を踏まえ、 県では森林を県民共通の財産と 位置づけ、 その多面的機能を持続的に

発揮さ せる ため、 令和 2 年 3 月 30 日に「 奈良県森林環境の維持向上によ り 森林と 人と の恒久的な

共生を図る 条例」（ 以下「 森と 人の共生条例」） 及び「 奈良県県産材の安定供給及び利用の促進に

関する 条例」（ 以下「 県産材利用促進条例」） を制定し ま し た。  

さ ら に、 こ れら の条例に基づき 、 森林環境管理制度の新たな方向性を明確にし 、 森林環境の維

持向上及び県産材の利用促進に関する 施策を総合的かつ効果的に推進する ため、 令和 3 年度から

令和 7 年度ま での 5 年間を対象と し た「 奈良県森林環境の維持向上及び県産材の利用促進に関す

る 指針」（ 以下「 前期指針」） を令和 3 年 3 月に策定し 、 令和 3 年 4 月から 具体的な施策・ 事業を

実施し てき ま し た。  

本指針は、 前期指針に基づいて実施し てき た施策について、 こ の間の進捗状況や社会情勢の変

化を把握・ 評価し たう えで適切に見直し 、 令和 8 年度から 令和 12 年度ま での 5 年間に取り 組む施

策を総合的かつ効果的に推進する ために策定する も のです。  

 

２ ． 指針の位置づけ 

 

本指針は、 森と 人の共生条例第９ 条に規定する「 森林環境の維持向上に関する 指針」 及び県産材

利用促進条例第二章に規定する「 県産材の安定供給及び利用の促進に関する 基本的施策」 を推進す

る ために作成する も のであり 、県民、森林所有者、林業事業者、建築関係事業者、木材産業事業者、

森林組合、 行政等の各主体が積極的な連携、 協力のも と 、 中長 期的に取り 組む行動計画と し て示す

も のです。  

 

３ ． 指針の期間 

 

期間は、 令和 8 年度から 令和 12 年度ま での 5 ヶ 年と し ま す。  
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４ ． 指針の構成 

 

本指針の構成は以下のと おり です。  

 

第１ 編 ：  基本的事項 

第２ 編 ：  社会情勢の変化と 森林・ 木材と の関わり  

第３ 編 ：  理念・ 目標・ 施策の柱（ ８ 本柱）  

第４ 編 ：  施策の展開 

第５ 編 ：  その他必要事項 

第６ 編 ：  指針の進行管理 

 

 

なお、 本指針の第３ 編は、 森と 人の共生条例第９ 条第２ 項に規定する「 １  森林環境の維持向上

に関する 目標」、「 ２  森林環境の維持向上に関する 施策の方針」、「 ３  森林環境の維持向上に関す

る 施策の基本と なる 事項」 を示し 、 第５ 編は「 ４  前３ 号に掲げる も ののほか、 森林環境の維持向

上に関する 施策を総合的かつ計画的に推進する ために必要な事項」 を示すも のと し ま す。  

 

  


